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諮問前説明

留保財産の概要等について
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留保財産とは（令和元年答申の考え方）
令和7年3月3日

第63回国有財産分科会資料
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留保財産とは（北海道財務局の選定基準について）

地域・規模に関する選定基準（定量的基準）

令和元年９月２０日付財理第３２０６号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処
分方針について」通達記第４－２に基づき、留保財産の選定基準を次のとおり定める。

※留保財産の対象地域は、上記市町村の行政区域のうち、統計法（平成19年法律第53号）第5条

第2項の規定に係る最新の国勢調査に基づく人口集中地区（DID）とする。

【留保財産の適否の判断基準】

・上記の要件に該当する又は該当しない財産であって、個別的要因（立地状況等）も

踏まえ留保財産とすべきもの。

・上記の要件に該当する財産であって、個別的要因（接道状況等）から、留保財産か

ら除外すべきもの。
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北海道財務局の留保財産
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通達改正（選定時に考慮すべき視点）
令和7年6月17日

第66回国有財産分科会資料

選
定

除
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諮問事項１

留保財産からの除外について

6



7

再精査【物件番号1】札幌市中央区北1条西6丁目6番

北海道庁

道警本部 道議会

議事堂
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事情変更
・令和２年度の市場調査「高度利用や商業利用が難しい」

・令和８年度に本財産南側一角（約1,000㎡）を所管換予定

再精査【物件番号2】札幌市中央区南9条西23丁目1番
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・令和５年度、二段階一般競争入札不調。

・令和８年２月、同区内の約３万㎡の土地を引受。

再精査【物件番号4】札幌市豊平区美園9条8丁目2番1
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・令和２年度、国勢調査「人口集中地区外」となる。

・令和４年度、二段階一般競争入札不調。

再精査【物件番号5】札幌市南区川沿10条1丁目477番62
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・令和２年度の市場調査「具体的な利活用の想定が困難」

再精査【物件番号6】札幌市南区真駒内本町2丁目17番82



【目的】
留保財産の選定に当たって考慮すべき視点が財務省通達に明記されたことから、改

めて各財産の【定期借地契約の可否】や【市場性の有無】等について、民間事業者か
らヒアリングし、その土地の「有用性」を再確認すること。

【対象財産】

サウンディング調査（令和7年10月8日 概要公表）
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【実施スケジュール】

【調査項目】

✓市場性の有無（事業用定期借地契約、一般定期借地契約、売買契約の場合）

✓（定期借地契約を前提とした場合）貸付期間の希望、想定される建築物の用途

✓（売買契約を前提とした場合）想定される建築物の用途

✓活用面積

✓その他（留保財産制度に係る意見、当局に求める公募事項や必要な期間等）

サウンディング調査（令和7年10月8日 概要公表）
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【参加グループ数】

９グループ（不動産業、小売業、学校法人、その他の業種）

【意見概要】

物件番号１（北１）：売買及び定期借地の市場性『有』 ⇒ 有用性が高い

都心にある希少な土地。様々な事業展開が可能。

物件番号２（南９）：売買の市場性は『有』、定期借地の市場性は『▲』

住居系がやや優勢。商業系は業種による。

物件番号４（美園）：売買の市場性は『有』、定期借地の市場性は『▲』

住居系が優位。商業系は業種による。

物件番号５（川沿）：売買及び定期借地の市場性『種々意見が異なる』。

学校教育法第1条に定める施設、住居系、病院、薬局等

物件番号６（真駒内）：エントリーなし ⇒ 有用性が低い

サウンディング調査（令和7年12月22日 結果公表）
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留保財産からの除外について（まとめ）
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留保財産からの除外について（まとめ）

再精査（まとめ）

・個別的要因 ⇒ 物件番号２,５,６は不適合有

・事情変更 ⇒ 物件番号２,４,５,６は変更有

・有 用 性 ⇒ 物件番号６は無、２,４,５は▲

結 論

物件番号２（南９）、４（美園）、５（川沿）、
６（真駒内）を留保財産から除外することが適当。
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諮問事項２

留保財産の選定について
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留保財産の選定基準

地域基準：札幌市の最新国勢調査に基づく人口集中地区（DID）

規模基準：札幌市内の2,000㎡以上の土地である。

留保財産の候補（概要）
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留保財産の候補（位置図）

「地図データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/)をもとに北海道財務局作成

対象財産

地下鉄月寒中央駅

約600m
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留保財産の候補（案内図）

「空中写真データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/)をもとに北海道財務局作成

二種住居

月寒体育館

市営住宅

小学校

スーパー
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留保財産の候補（接道条件等）

「空中写真データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/)をもとに北海道財務局作成

国有地

194ｍ

138ｍ

市道 月寒９丁目線

市道 月寒東３条線
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留保財産の候補（現況写真）

②
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サウンディング調査（令和7年12月22日 結果公表・抜粋）

市場性の有無

• 売買及び定期借地の市場性は『有』。地下鉄からのアクセスが良

く、事業用地・住居用地どちらにしてもメリットが多い土地。

• 売買及び（一般）定期借地の市場性は『有』。学校教育法第１条

に定める施設用途として活用ができる。

• 売買及び（事業用）定期借地の市場性は『有』。面積規模が魅力。

事業方式

• 地域活性化に寄与できる商業施設として活用。ショッピングセン

ターのような複合施設や、複数店集まったモール展開も可能。

• 様々な事業展開が可能。住宅用地としても活用可能。

• 複数のテナントを誘致した商業施設のほか、サービス付高齢者

向け住宅等を新築するなど、ハイブリット展開が可能。
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選定基準を満たしている。

個別的要因において障壁となるものはない。

市場調査の結果、有用性・希少性が認められ、

地域社会のニーズを踏まえた利活用も見込まれる。

留保財産の選定について（まとめ）

候補地（まとめ）

結 論

当該財産を留保財産に選定することが適当。
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令和7年6月 「最適利用通達※」改正
※「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」

令和7年8月 財務局から再精査の結果を本省へ報告

令和7年10～11月 サウンディング調査の実施

令和8年5月 地方審議会に付議（除外・選定等の決定）

《参考》今後のスケジュール

令和8年5月 除外財産について本省へ報告

令和8年6月 財政制度等審議会国有財産分科会へ報告

留保除外財産

地方整備計画照会⇒取得要望照会⇒一般競争入札等

留保選定財産

利用方針策定⇒公共随意契約、二段階一般競争入札等
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諮問事項３

留保財産の利用方針策定について
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国有財産の概要（基本情報）
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国有地の概要（財産の位置・周囲の状況）

「地図データ」、「空中写真データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/)をもとに北海道財務局作成

対象財産

約800m

約600m

道警本部

北海道庁

中央警察署

北海道旧本庁舎（赤レンガ）

テレビ塔

時計台

商業地域

大通公園

北海道議会議事堂



国有地の概要（接道状況・現況）

「空中写真データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/)をもとに北海道財務局作成

52ｍ

市道 西6丁目線
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留保財産の利用方針決定プロセス

A.利用方針の検討

整備可能な施設規模

導入すべき機能

公共施設要否

利用期間等

⇒地方公共団体等へ確認

（札幌市との検討会）

B.マーケットサウンディング

⇒民間事業者等へのヒアリング

（ R2.3、R4.2、R7.10）

国
有
財
産
地
方
審
議
会

利
用
方
針
の
決
定

(

定
期
借
地
権
に
よ
る
貸
付
を
前
提)

利用方針案の作成



利用方針の検討（利用方針の類型）

1）公共随意契約対象施設のみの整備

2）公共随意契約対象施設と民間収益施設（複合施設）の整備

3）民間収益施設のみの整備

4）その他（利用用途を特定しない）

民間収益施設に加え、公共随意契約対象施設の整備を必須とする場合

公共施設が一切入らないことが確定している場合

上記に該当しない場合

地方公共団体が直接事務・事業の用に供する場合（随意契約対象）

介護・保育などの公共性の高い施設に供する場合（随意契約対象）
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※1 原則、事業用定期借地に限られるが、一定の要件に該当する場合には、一般定期借地も適用可能。

※２ 地域の利活用の意見がないため、二段階一般競争入札の際は、条件設定や審査は地域計画との整合性や

資力審査など必要最小限になる。
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利用方針の検討（利用方針毎の契約方式）
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（１）札幌市

「札幌市に所在する未利用国有地の最適利用を図る検討会」を設置

（R2.2.14）し、留保財産の利活用方法等について継続的に議論。

直近では、R7.5、R7.10、R7.12、R8.2に実施。

本地は、暫定的に市営駐輪場として利用され、稼働率も高く、札幌市の
放置自転車対策にも寄与しているため、公共駐輪場を併設した施設の利
活用要望を受けている。

高齢者施設や子育て施設などの社会福祉施設については、本財産を含め
特定のエリアへの誘導は行っていない。

（２）北海道

R2.7に往訪し、留保財産の制度概要を説明するとともに、利活用に関す
る意見・要望を照会。

北海道において、本財産の利活用要望や、利活用に関する意見はない。

これまでの取り組み（A.利用方針の検討）



これまでの取り組み（B.マーケットサウンディング）

サウンディング市場調査の実施

過去３度実施（R2.3、R4.2、R7.10）

直近結果（令和7年12月22日結果公表）は以下のとおり。
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これまでの取り組み（まとめ）

都市計画マスタープラン「都心」

立地適正化計画「集合型居住誘導区域・都市機能誘導区域」

⇒北海道・札幌市の魅力と活力をけん引する地域への寄与が必要。

北海道は、利活用要望はなし。札幌市は公共駐輪場（100～200台程度）
としての利活用要望あり。

⇒札幌市は一部を公的利用したいという要望をもっている。

サウンディング調査の結果、「都心」であることや、周辺の観光資源を
活かした、ホテル事業や複合施設としての利活用が可能との意見が多く
出された。

一方で、駐輪場設置を条件とした場合の隘路（課題）も出された。

⇒民間収益施設としての活用は可能。駐輪場設置は課題解消が必須。
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留保財産の利用方針策定について（まとめ）
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《参考》今後のスケジュール

※国有地全地について、公共随意契約の適格性を有する必要がある。

条件：

公共駐輪場併設



諮問事項４

社会福祉法人に対し定期借地権
を設定して貸付けした留保財産
の指定期日の延長について
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39
「地図データ」、「空中写真データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/）をもとに北海道財務局作成

地下鉄「栄町駅」

対象財産

約600ｍ

大型商業施設

対象財産

国有財産の概要（基本情報）

N N栄東小学校

地下鉄「栄町駅」



国有財産の概要（基本情報）

札幌市東区に所在する留保財産を社会福祉法人に対し、札幌
市から事業者選定されることを条件に、特別養護老人ホーム
等敷地として定期借地権を設定して貸付けすることについて

事 案 名

１．財産の概要

札幌市東区北４５条東１４丁目７番、８番(1) 所在地

土地・４，２２０．１３ ㎡(2) 区分・数量

平成３０年２月 北海道防衛局より引受（旧国家公務員宿舎）(3) 沿革

一般定期借地権による時価貸付 （貸付期間５０年）
※札幌市から事業者選定されることが条件（令和５年１２月
２６日選定済）

２．処理方法

３．契約

社会福祉法人 珀寿会（静岡県沼津市）(1) 相手方

令和６年６月２７日(2) 契約日

令和６年７月１日～令和５６年６月３０日(3) 貸付期間

特別養護老人ホーム等敷地(4) 指定用途

令和７年１０月１日(5) 指定期日

第１００回国有財産北海道地方審議会（令和５年５月１７日）答申内容
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計画変更について（整備スケジュール）

変更が生じた主な要因

①建設物価高騰を踏まえた設計変更の発生

②工事入札の３度にわたる不調・不落の影響

③上記①及び②に関する札幌市（公募事業の実施主体）との所要の調整

R9R8R7R6

当初計画

変更後計画

R6.8 着工

R7.9 竣工

R7.10 開所

R8.3 着工 R9.5 開所

R9.3 竣工

設計変更、入札不調・不落

R7.11 工事契約

41



計画変更について（施設配置計画）

【現】

主な変更点

延床面積の縮小（5,465.04㎡→4,996.08㎡）

地域交流スペースを別棟に

駐車台数の縮小（61台分→48台分）

【新】
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指定期日の延長について

新たな指定期日現在の指定期日当初指定期日

令和9年5月1日令和8年10月1日令和7年10月1日

新たな指定期日を適当とする理由

①建設物価高騰を踏まえた設計変更の発生

②工事入札の３度にわたる不調・不落の影響

③開所時期の変更について札幌市（公募事業の実施主体）から承認済

➢指定期日を令和8年10月1日に変更した経緯

工事入札不調・不落の影響により開所時期（指定期日）が不透明な状況が続く

→当面の措置として、指定期日を1年延長

事業者の責に帰さない要因
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報告事項１

長万部町に対する減額売払い事案に

ついて
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第９６回国有財産北海道地方審議会（令和２年１１月２７日答申）

長万部町に所在する土地を、長万部町に対し公営住宅
敷地として減額売払いすることについて

事 案 名

１．財産の概要

①山越郡長万部町字長万部４１１番４ほか
②山越郡長万部町字長万部４１１番２９１ほか

(1) 所在地

①土地 ６，７８５．３１ ㎡
②土地 ２，５４７．００ ㎡

(2) 区分・数量

２．契約結果

令和４年１１月２５日(1)契約日

①１２，０００，０００円
② ９，９００，０００円 ※減額率１５．０２％

(2)契約金額
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「地図データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/）をもとに北海道財務局作成

財産の位置

ＪＲ長万部駅
長万部町役場

対象財産②

数量 2,547㎡

対象財産①

数量 6,785㎡

北海道財務局
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児童遊園

町有地

１３棟２９戸

・１ＬＤＫ ２２戸

・２ＬＤＫ ４戸

・３ＬＤＫ ３戸

児童遊園 ２３６㎡

竣工イメージ

長万部町の資料をもとに北海道財務局作成

利用計画図（対象財産①）

対象財産①

北海道財務局
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公営住宅完成写真（対象財産①）

児童遊園

対象財産①

令和７年１１月撮影

撮影方向

１３棟２９戸

・１ＬＤＫ ２０戸

・２ＬＤＫ ６戸

・３ＬＤＫ ３戸

児童遊園 ２０１㎡

北海道財務局
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利用計画図（対象財産②）

４棟９戸

・１ＬＤＫ ４戸

・２ＬＤＫ ３戸

・３ＬＤＫ ２戸

児童遊園 ２８２㎡

長万部町の資料をもとに北海道財務局作成

竣工イメージ

児童遊園

対象財産②

北海道財務局

49



令和７年１１月撮影

公営住宅完成写真（対象財産②）

４棟９戸

・１ＬＤＫ ４戸

・２ＬＤＫ ３戸

・３ＬＤＫ ２戸

児童遊園 ２４０㎡

児童遊園

撮影方向

対象財産②

北海道財務局
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「地図データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/）をもとに北海道財務局作成

（参考）町立病院の移転建て替えについて

ＪＲ長万部駅
長万部町役場

（現）町立病院
（写真は北東側から撮影）

現病院から約１．１ｋｍ

（道路距離による）

北海道財務局

国有地 （数量 10,758㎡）

（内訳）

・対象財産① 公営住宅 （数量 6,785㎡）

・町立病院候補地 （数量 3,973㎡）
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報告事項２

庁舎等の使用調整について
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庁舎等の使用調整について（制度の概要）

【使用調整の目的】

庁舎等の空きスペースについて、省庁横断的に官署の配置を見直し、庁舎等
の効率的な使用の推進を図る

【使用調整の効果】

○ 庁舎の狭隘解消（適正な事務スペース確保）
○ 庁舎の分散解消（集約による業務効率向上）
○ 国の財政への貢献（不要となる庁舎の売却、借受庁舎の解消） など

【使用調整の方法】

庁舎法*1第４条による調整
（財務省が財政制度等審議会の諮問を経て決定）

・2,000㎡以上 又は
・600㎡以上2,000㎡未満であって

調整対象庁舎の延床面積の50％以上

*1 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法

国有財産法第１０条による調整
（財務局が調整して決定）

・150㎡以上600㎡未満 又は
・600㎡以上2,000㎡未満であって

調整対象庁舎の延床面積の50％未満

第四条 財務大臣は、…（中略）…必要があると認めるときは、
政令で定めるところにより、庁舎等の使用調整に関する計画
（以下「庁舎等使用調整計画」という。）を定め、遅滞なく、こ
れを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。

第十条 財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正な方法に
よる管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省
各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状
況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途
の変更、用途の廃止、所管換その他必要な措置を求めることが
できる。 53



澄川駅対象庁舎

札幌法務局南出張所（調整対象庁舎）について

地下鉄
南北線

〔所 在 地〕 札幌市豊平区

平岸1条22丁目17番115

〔敷地面積〕 3,612㎡

〔建物概要〕 鉄筋コンクリート造

地上3階（平成3年6月築）

建1,297㎡／延3,792㎡

〔入居官署及び使用状況〕

札幌法務局南出張所 約 2,150㎡

札幌出入国在留管理局 約 330㎡
（澄川分室）

共用部分 約 1,311㎡

「地図データ」（国土地理院http://maps.gsi.go.jp/)をもとに北海道財務局作成
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国有財産法第１０条に基づく使用調整の概要

札幌第３
合同庁舎

札幌第３合同庁舎に入居する札幌出入国在留管理局の事務室が狭隘となる。

一部を札幌法務局南出張所に移転し、札幌第３合同庁舎の事務室狭隘解消を図りたい。

札幌法務局南出張所においては、国有財産の監査により、庁舎の余剰が確認されていた

ため、調整の整った約１７１㎡について、使用調整を実施。

今回対象

札幌法務局
南出張所

【Ｒ８年度以降及び令和10年度以降】
札幌出入国在留管理局〔法務省〕
・窓口対応を行わない部門を移転

使用調整対象面積

約 １７１ ㎡

【使用調整の効果】

≪札幌第３合同庁舎≫
事務室の狭隘が緩和され、申請者待合スペースの拡大や在留相談室・職員更衣室を新設することで、利用
者利便の向上及び職員の勤務環境改善が期待される。

≪札幌法務局南出張所≫
庁舎余剰の有効活用を図ることができる。
札幌出入国在留管理局の窓口対応を行わない部門を集約することで業務効率化が期待される。


